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第３５回農業委員会（総会） 

 令 和 ５ 年 ５ 月 １ ０ 日 

 午  後  １時３０分から 

 市 役 所  行 政 委 員 会 室 

第  １    会議録署名委員の指名 

 

第    ２    報告第１２号 

農地法第４条第１項第８号の規定による届出の報告について（報告）… ２件 

 

第  ３  報告第１３号 

農地法第５条第１項第７号の規定による届出の報告について（報告）… １件 

 

第  ４  議 第１４号 

農地変更届出について（報告）                 … １件 

 

第  ５  議 第２２号 

農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて  

提案説明、案件に対する質疑、採決               … ７件 

 

第    ６  議 第２３号 

農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

提案説明、案件に対する質疑、採決               … １件 

 

第  ７  議 第２４号 

農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

提案説明、案件に対する質疑、採決                … ３件 

              

第  ８  議 第２５号 

草津農業振興地域整備計画の変更（除外・編入）につき、意見を求めることについて 

提案説明、案件に対する質疑、採決            …  １件 

              

第  ９  議 第２６号 

草津農業振興地域整備計画の変更（用途変更）につき、意見を求めることについて 

        提案説明、案件に対する質疑、採決               …  １件 
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1.農業委員 
      

・会議に出席した委員 
      

 

 １番 
 
山元 泰宏 ２番 

 
石田 隆司 ３番  中野 隆史 

 

 ４番  横江 岩美 ５番  横江 年男 ６番  堀井 信一 

 

７番   山本 英裕 ８番  木村 幸夫 １０番  中島 紀昭 

 
１１番  小川 雅嗣 １２番  横江 吉美 １３番  中村 好明 

 
１４番  堀  裕子       

・会議に欠席した委員   

    ９番 木下 範明     

２.農地利用最適化推進委員                                                    

・会議に出席した委員                                                     

 
２番  吉川 眞史 ３番  田村 捨要 ４番  中西 真由巳 

 
５番  久保 和久 ６番  三澤  ７番  山田 稔幸 

 
８番  中川 正平 ９番  杉江 日出男 １０番  葛原 孝博 

 
         

３.事務局 

・会議に出席した職員                                                     

   事務局長  相井 義博  参事 
 
服部 英亜  主任   宇野 耀 

   農林水産課         

      課長      田中 昌高  主査  古田 実那    
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事務局長 

 

 

では、定刻となりましたので、只今から第３５回農業委員会総会を開催い

たします。 

インフルエンザ、並びにコロナウィルス感染症対策として適宜、換気のた

め窓・扉の開放を行います。 

５月８日以降、マスク着用を強制することはできませんが、会議の主催者

として、任意で、マスクの着用をお願いしたいと考えております。 

また、委員会室への再入室にあたっては、アルコール消毒について、ご協

力をお願いします。 

なお、会議途中に、体調がすぐれず、発熱の疑いがある場合、無理せず、

お申し出いただきますよう、併せてお願いいたします。 

本日、９番 木下範明委員が欠席されておりますが、出席委員は１４名中

１３名で、定足数に達し、総会が成立しておりますことを御報告いたします。 

本日は傍聴の方はおられません。 

なお、議案説明については、個人情報の関係から個人が特定されない表現

で説明等を行いますので、御了承願います。 

 

事務局長 

 

それでは、農業委員会憲章の唱和を、お願いします。 

 

（農業委員会憲章の唱和） 

 

事務局長 ありがとうございました。それでは、会長よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

みなさまご苦労様でございます。第３５回総会にお忙しい中ご出席いただ

きましてありがとうございます。 

この時期田植えの真っ最中ということで、みなさま大変お忙しくされてい

ることと思います。今年は、例年よりも雨の日が多いということで農作業の

方が思うように進んでいないというのが現状かと思います。体調を崩されま

せん様にお気をつけくださいますようお願いいたします。 

 

会長 ただいまから、第３５回草津市農業委員会総会を開会します。 

本日の議事日程は、予め、お手元に配布いたした通りでありますので、こ

れをご了承願います。 

 

会長 それでは、これより日程に入ります。 

日程第１会議録署名委員の指名行います。 

会議録署名委員は、会議規則第１８条第２項の規定により、議席番号６番 

堀井信一委員、議席番号８番 木村幸夫委員以上の両人を指名いたします。 
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会長 

 

次に、日程第２報告第１２号「農地法第４条第１項第７号の規定による届

出の報告について」番号１番と２番の案件を議題とし、事務局より、報告事

項の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

個別の説明をさせていただきます前に、全体に関わる説明をさせていただ

きます。 

昨年、農地経営基盤強化促進法等が改正され、本年５年４月１日より施行

されました。これに伴いまして、農地法第４条に定める農地の転用に係る許

可不要の項目から、「基盤法による農用地利用集積計画に定める利用目的に供

する場合」が削除されました。 

そのため、今まで市街化区域における農地転用について定められていた、

農地法第４条第１項第８号が第７号に、第５条第１項第７号が第６号に、そ

れぞれ条づれが生じましたので、４月以降に受理しました、今月の報告分よ

り改正後の号で説明を行いますのでご了承いただくようにお願いします。 

 

それでは、報告第１２号農地法第４条第１項第７号の規定による届出につ

いて説明いたします。 

この届出は、市街化区域内の自己使用目的に伴う転用です。 

今月の届出は、２件です。議案書は、２ページでございます。 

 

番号１番は、埼玉県さいたま市に住所を有する届出人がアパート敷地とし

て、届出人が所有する草津二丁目地先の地目田、現況宅地１筆２６㎡を転用

されようとするものです。 

本届出は、顛末案件であり、申請人の父親が農地法の不知から昭和４８年

に、農地転用を行うことなくアパートを建築され、今日に至ります。 

顛末案件であり、造成工事等はございません。 

隣接地は宅地・雑種地・道路であり隣地承諾が必要な農地はございません。 

 

番号２番は、笠山一丁目に住所を有する届出人が、宅地、進入路として、

届出人が所有する笠山一丁目地先の地目田、現況雑種地１筆２１７㎡を転用

されようとするものです。 

本届出は、顛末案件であり、土地の一部が住宅への進入路として利用され

てきました。 

経過については、おおよそ３０年前に国が京滋バイパスの工事を行われた

際に、宅地に隣接する農地の一部を進入路として整備されたようです。 

しかしながら、当時の記録は残っておらず、不明であるため、本届出を行

っていただきました。 
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残る畑部分については、宅地の一部として屋敷畑に利用されるため、地な

らし程度で造成工事等はございません。 

隣接地は道路・雑種地・水路であり、隣地承諾が必要な農地はございませ

ん。 

 

なお、本届出につきましては、「農地法関係事務処理にかかる処理基準」第

６の３の（２）の届出を受理しない場合に該当しないため、受理については

問題ないものとし、番号１番は４月６日付、番号２番は４月１４日付にて専

決規定に基づき、局長専決により受理しております。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

発言のある方は、挙手の上、議席番号と氏名を名乗り、ご発言いただきま

すよう、お願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

 発言が無いようですので、報告第１２号を終わります。 

会長 次に、日程第３報告第１３号「農地法第５条第１項第６号の規定による届

出の報告について」番号１番の案件を議題とし、事務局より、報告事項の朗

読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

報告第１３号農地法第５条第１項第６号の規定による届出について説明い

たします。 

この届出は、市街化区域内の農地の売買、贈与、賃貸借、使用貸借等の権

利移転または権利設定に伴う転用です。 

今月の届出は、１件です。議案書は、３ページでございます。 

 

番号１番は、大津市で不動産業を営む譲受人たる法人が分譲住宅地として、

譲渡人３名が各々所有する川原二丁目地先の田５筆計１,２１０㎡を売買にて

取得し、転用されようとするものです。 

届出地は、北側の道路からの接続で道路を新設される計画であり、最大４

０ｃｍ程度の盛土を行われます。 

届出地は、隣接地と高低差は生じませんが、北側のボックスカルバートに

土圧がかからないように、北側の一部に擁壁を設置されます。 

雨水排水は、宅地毎に雨水桝を設置し、新設する道路側溝を通じて、南側

の水路へ放流されます。 
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隣接地は、道路・水路・里道・雑種地であり、隣地承諾が必要な農地はご

ざいません。 

 

最後に、本届出については、「農地法関係事務処理にかかる処理基準」第６

の３の（２）の届出を受理しない場合に該当しないため、受理については問

題ないものとし、番号１番は４月７日付にて専決規定に基づき、局長専決に

より受理しております。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

発言のある方は、挙手の上、議席番号と氏名を名乗っていただき、ご発言

いただきますよう、お願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

発言が無いようですので、報告第１３号を終わります。 

会長 

 

次に、日程第４報告第１４号「農地変更届出について」番号１番を議題と

し、事務局より、報告事項の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

報告第１４号農地変更届出について説明いたします。 

この届出は、田から畑へと利用形態および地目を変更されようとするもの

です。 

今月の届出は、１件です。議案書は、４ページをご覧ください。 

 

番号１番は、届出人が、本人が所有する南笠町地先の田１筆８６６㎡のう

ち３００㎡について変更届を提出されました。 

なお、農地としての利用であるため分筆登記等はなされません。 

畑地として利用される箇所については、１５ｃｍ程度の耕土を搬入されま

す。 

周囲は、水路・田であり、隣接農地の所有者および耕作者には隣地承諾を

得られております。畑へと変更された後は、自家消費用に野菜を栽培される

予定であります。 

 

以上１件、添付書類等を確認いたしましたが、不備等はありませんでした

ので、番号１番は４月２５日付けにて受理しております。 

 

会長 以上で事務局の説明が終わりました。 
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 発言のある方は、挙手の上、議席番号と氏名を名乗っていただき、ご発言

いただきますよう、お願いします。 

 

１０番 

 

 

全体の田のうち３００㎡だけを畑にということで、分筆はされないような

のですが、場所の特定は地図上ではされないということでしょうか。 

事務局 

 

 

図面上ではどこの部分であるかというのはもらっております。そこが必ず

３００㎡であるという確定はできないところではあります。今回の届出につ

きましては、地目変更が目的ではなく、近隣の農業者さんに土を搬入する目

的を知らせるために申請をお願いしておるものでございます。位置図はもら

っておりますので、管理は事務局の方で行っていく予定でおります。 

 

会長 

 

その他、ご意見・ご質問はございませんか。 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

発言が無いようですので、報告第１４号を終わります。 

会長 

 

次に、日程第５議第２２号「農地法第３条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて」番号１番から７番までの案件を議題とし、事務局

から議案の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

議第２２号農地法第３条第１項の規定による許可について説明します。 

この申請は、農地の権利移転・権利設定にかかる申請です。 

今月の申請は、７件です。議案書は、５ページ、６ページです。 

 

番号１番は草津三丁目に住所を有する譲受人が譲渡人の所有する、草津町

地先の田１筆２９７㎡を贈与にて取得されようとするものです。 

申請人の関係は親子です。 

譲渡人が高齢であり、既に耕作工程のほとんどは譲受人が行っていること

から、実態に合わせるべく譲受人へ贈与をされるものであります。 

作付け計画については、水稲を作付される予定です。 

ちなみに、今回の取得により譲受人の耕作農地は、５,７４８㎡となります。 

また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部

効率利用要件については、現在所有する農地について全て耕作されており、

取得後においても効率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 
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第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第６号の地域調和要件については、お住まいの地域であり問題ございませ

ん。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

次に番号２番は、北山田町に住所を有する譲受人が、譲渡人の所有する北

山田町地先の地目田、現況畑１筆３３０㎡を贈与にて取得されようとするも

のです。 

申請人の関係は兄と妹であります。 

申請地については、平成２０年に譲渡人が相続で申請人の父親から所有権

を引き継がれましたが、二か月前に母親がお亡くなりになられ、本申請は母

親の遺言によるものであります。 

所有者である兄が母親の意思を尊重したため贈与されることになりまし

た。 

作付け計画については、野菜を作付される予定です。 

ちなみに、今回の取得により譲受人の耕作農地は、１３,１０９㎡となりま

す。 

また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部

効率利用要件については、現在所有する農地について全て耕作されており、

取得後においても効率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第６号の地域調和要件については、お住まいの地域であり問題ございませ

ん。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

次に番号３番から５番もそれぞれ関連する案件です。 

番号３番は、駒井沢町に住所を有する譲受人が譲渡人の所有する、駒井沢

町地先の田１筆１,３０５㎡を売買にて取得されようとするものです。 

申請地は、かねてより譲受人が借受けて耕作されており、譲渡人は今後も

営農を行う予定もないことから、売買にて権利移動をされることになりまし

た。 

栽培計画については、水稲を作付される予定です。 
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また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部

効率利用要件については、現在所有する農地について全て耕作されており、

取得後においても効率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第６号の地域調和要件については、お住まいの地域であり問題ございませ

ん。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

番号４番は、番号３番と同じく、駒井沢町に住所を有する譲受人が譲渡人

の所有する、駒井沢町地先の田２筆２,６８０㎡、畑１筆１７５㎡、総計２,

８５５㎡を売買にて取得されようとするものです。 

申請地は、譲受人の住宅の西側に位置しております。 

譲渡人の住居から申請地までは距離があり、年々管理が難しくなっていた

ことから、今般、申請地近傍に居住している、譲受人に売買にて権利移動を

されることになりました。 

栽培計画については、水稲を作付される予定です。 

また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部

効率利用要件については、現在所有する農地について全て耕作されており、

取得後においても効率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第６号の地域調和要件については、お住まいの地域であり問題ございませ

ん。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

番号５番は、番号３番、４番と同じく、駒井沢町に住所を有する譲受人が

譲渡人の所有する、駒井沢町地先の田２筆計１,１８６㎡を売買にて取得され

ようとするものです。 

申請地は、譲受人の住宅の西側に位置しております。 

譲渡人は年齢的に耕作を続けるのが困難になっていたことから、今般、申

請地近傍に居住している、譲受人に売買にて権利移動をされることになりま

した。 
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栽培計画については、水稲を作付される予定です。 

また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部

効率利用要件については、現在所有する農地について全て耕作されており、

取得後においても効率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第６号の地域調和要件については、お住まいの地域であり問題ございませ

ん。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

番号６番は、下笠町に住所を有する譲受人が譲渡人の所有する下笠町地先

の畑１筆６３０㎡を売買にて取得されようとするものです。 

申請人の関係は兄弟です。 

譲受人は、かねてより、申請地を借受け、耕作を行われておりました。 

本年の４月から５反要件がなくなったため、今般、実際に耕作を行ってい

る弟さんへ所有権を移転されることになりました。 

栽培計画については、今後、露地野菜を作付される予定です。 

また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部

効率利用要件については、現在、申請地を耕作されており、取得後において

も効率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第６号の地域調和要件については、お住まいの地域であり問題ございませ

ん。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

番号７番は、長束町に住所を有する譲受人が譲渡人の所有する長束町地先

の畑２筆７０㎡地目田、現況畑１筆９７㎡、総計１６７㎡を贈与にて取得さ

れようとするものです。 

申請人の関係は親子です。 

申請地は譲受人の住居に隣接しており、住居の存する宅地についても譲渡

人から使用貸借で借りられております。 

本年の４月から５反要件がなくなったため、今般、宅地、農地ともに所有
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権を移転されることになりました。 

栽培計画については、今後、露地野菜を作付される予定です。 

また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部

効率利用要件については、現在、申請地を耕作されており、取得後において

も効率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第６号の地域調和要件については、お住まいの地域であり問題ございませ

ん。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

以上、許可申請７件につきまして、添付書類等を確認いたしましたが、不

備等はないものと考えますので、ご審議賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終りました。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果な

らびに補足説明をお願いします。番号１番の案件につきましては、議席番号

２番委員お願いします。 

 

２番 

 

 

２番推進委員さんと現地確認をしてまいりました。きちんと田植えの準備

をされておられました。周囲は住宅地でありまして、水路も確保されており

ますので、何の問題もないと判断いたしました。よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

番号２番の案件につきましては、議席番号５番委員お願いします。 

 

５番 

 

 

４月４日に５番推進委員さんと現地確認をしてまいりました。事務局から

の説明のとおりでございます。排水面に関しても問題ございませんでした。

草刈りをきちんとしていただく様お願いをいたしました。よろしくお願いい

たします。 

 

会長 

 

番号３番から５番までの案件につきましては、議席番号８番委員お願いし

ます。 

 

８番 ３月２０日に８番推進委員さんと現地確認を行いました。事務局からの説
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明のとおりでございます。何の問題もないと判断いたしました。よろしくお

願いいたします。 

 

会長 

 

番号６番の案件につきましては、議席番号７番委員お願いします。 

 

７番 

 

 

４月７日に７番推進委員さんと現地確認を行いました。事務局からの説明

のとおりであります。畑ですので大きなトラクターの使用もありませんし、

引き続き野菜の栽培をきちんとしていただけるとのことですので、何の問題

もないと判断いたしました。よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

番号７番の案件につきましては、議席番号１０番委員お願いします。 

 

１０番 

 

 

現地確認を行いました。現在もきちんと畑を耕作されておられますし、引

き続きしていただけると思われます。事務局からの説明のとおりであります。

問題ございません。よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

ありがとうございました。これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方

は、挙手の上、議席番号と氏名を名乗っていただき、ご発言いただきますよ

う、お願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。 

ただいま議題となっております議第２２号「農地法第３条第１項の規定に

よる申請に対し、許可をすることについて」番号１番から７番までの案件を

原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手全員) 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第２２号「農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可

をすることについて」番号１番から７番までの案件を原案のとおり決定いた

しました。 

 

会長 次に、日程第６議第２３号「農地法第４条第１項の規定による申請に対し、
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 許可をすることについて」番号１番の案件を議題とし、事務局から議案の朗

読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

議第２３号農地法第４条第１項の規定による申請について説明させていた

だきます。 

この申請は、市街化調整区域内の自己使用目的に伴う転用です。 

今月の申請は、１件です。議案書は、７ページです。 

 

番号１番について説明いたします。 

番号１番は、自己用住宅として、新浜町に住所を有する申請人が自ら所有

する矢橋町地先の地目田、現況宅地１筆１,３４５㎡を転用されようとするも

のです。 

申請地は、登記上の町名と住民票の町名が異なっておりますが、同一の住

所でございます。また、昭和５５年に申請人の父親が住宅を建築した際に、

農地法の不知から、農地転用許可を受けずに造成し、建築されたため、今回、

経過書を添付のうえ申請がなされました。 

顛末案件であるため造成工事等はございません。 

隣接地は、道路・宅地であり、隣地承諾が必要な農地はございません。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、申請地から

おおむね５００ｍ以内に老上西小学校、矢橋ふたばこども園があることから、

公益的施設の整備状況が一定程度に達している第３種農地と判断されます。 

また、第３種農地での農地転用申請については、原則許可することとなっ

ております。 

一般基準については、顛末案件であり、事業の目的が確実に果たされると

判断されます。 

 

以上、１件、添付書類等確認いたしましたが、不備等はないものと考えま

すので、御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終りました。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果な

らびに補足説明をお願いします。番号１番の案件につきましては、議席番号

４番委員お願いします。 

 

４番 

 

 

３月２４日に４番推進委員さんと現地確認を行いました。事務局からの説

明のとおりであります。何の問題もないと判断いたしました。よろしくお願

いいたします。 
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会長 

 

ありがとうございました。 

これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方

は、挙手の上、議席番号と氏名を名乗っていただき、ご発言いただきますよ

う、お願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。 

ただいま議題となっております議第２３号「農地法第４条第１項の規定に

よる申請に対し、許可をすることについて」番号１番の案件を原案のとおり

決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手全員)  

 

会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第２３号「農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可

をすることについて」番号１番の案件は原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 

 

次に、日程第７議第２４号「農地法第５条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて」番号１番から３番の案件を議題とし、事務局から

議案の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

議第２４号農地法第５条第１項の規定による申請について説明させていた

だきます。 

この申請は、市街化調整区域内の農地の売買、贈与、賃貸借、使用貸借等

の権利移転または権利設定に伴う転用です。 

今月の申請は、３件でございます。議案書は、８ページです。 

 

番号１番について説明いたします。 

番号１番は、西矢倉三丁目地先に住所を有する借受人が露天資材置場とし

て、貸渡人の所有する岡本町地先の田１筆４１９㎡を賃貸借にて借受け、転

用されようとするものです。 

申請人は、大津市内で上下水工事や造成工事等を行う土木建設事業者の代

表取締役であり、湖南地区での事業の拡大に伴い、資材の置き場が必要にな
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ってきたため本申請をなされました。 

申請地は、西側道路高に合わせるよう、最大５０ｃｍ程度の盛土を行われ

ます。 

周囲は安定勾配（1：1.18）を採用した、法面仕上げで土砂の流出を防止さ

れます。 

雨水排水については、北側に向けて敷地勾配をつけ、北側に設置する敷地

内水路から、浸透式雨水桝に放流されます。 

隣接地は、田・水路・道路であり、田の所有者は申請人であることから隣

地承諾が必要な農地はございません。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、農業公共投

資の対象となっていない１０ha 未満の小集団の生産性の低い農地で、市街化

が見込まれる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外に第３種農地

での事業が困難でありますことから、許可することはやむを得ないものと判

断されます。 

一般基準については、工事見積書、残高証明書の添付があり事業の目的が

確実に果たされると判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第 5 条第 2 項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 

 

番号２番について説明いたします。 

番号２番は、栗東市に住所を有する借受人が一戸建て専用住宅として、貸

渡人の所有する矢橋町地先の田１筆２２９㎡を使用貸借にて借受け、転用さ

れようとするものです。 

申請人の関係は親子です。 

譲受人は現在、アパートにお住まいですが、子供の誕生に伴い住居が手狭

になったため、実家近傍の申請地を住宅適地と考え、本申請をなされました。 

申請地は一部畑の様相をしており、切土が１０ｃｍ程度、盛土が最大７０

ｃｍ程度行われます。 

土留め工として南側、西側、北側の一部に擁壁を設置されます。 

雨水排水については、東側に向けて敷地勾配をつけ、東側水路に放流され

ます。 

隣接地は、田・水路・道路・宅地であり、田の所有者から隣地承諾は得ら

れております。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、農業公共投

資の対象となっていない１０ha 未満の小集団の生産性の低い農地で、市街化

が見込まれる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外に第３種農地

での事業が困難でありますことから、許可することはやむを得ないものと判
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断されます。 

一般基準については、工事見積書、融資証明書の添付があり事業の目的が

確実に果たされると判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 

 

番号３番について説明いたします。 

番号３番は、岡山県倉敷市で社会福祉法人を運営する譲受人が露天駐車場

として、譲渡人の所有する長束町地先の地目田、現況雑種地２筆計１７５㎡

を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

申請人は、申請地の北側でグループホームを運営しており、同敷地内で増

築を行うことから、新たに駐車場の確保が必要となっており、敷地南側の隣

接する申請地を駐車場の適地と考え、売買交渉され、話がまとまったため、

本申請をなされました。 

本申請は顛末案件であり、申請地は田としては狭隘で不整形なことから、

管理に困った申請人が土を入れ、２０年ほど前から今日まで放置されており

ました。 

顛末案件であり、造成工事等はございません。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、農業公共投

資の対象となっていない１０ha 未満の小集団の生産性の低い農地で、市街化

が見込まれる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外に第３種農地

での事業が困難でありますことから、許可することはやむを得ないものと判

断されます。 

一般基準については、売買契約書、残高証明書の添付があり事業の目的が

確実に果たされると判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 

以上３件、添付書類等確認いたしましたが、不備等はないものと考えます

ので、御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終りました。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果な

らびに補足説明をお願いします。番号１番の案件につきましては、議席番号

１番委員お願いします。 

 

１番 

 

４月７日に１番推進委員さんと現地確認を行いました。事務局からの説明

のとおりであります。雨水排水も問題ありません。ご審議のほどよろしくお
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 願いいたします。 

 

会長 

 

番号２番の案件につきましては、議席番号４番委員お願いします。 

 

４番 

 

 

３月１５日に４番推進委員さんと現地確認を行いました。事務局からの説

明のとおりでございます。何の問題もないと判断いたしました。よろしくお

願いいたします。 

 

会長 

 

番号３番の案件につきましては、議席番号１０番委員お願いします。 

 

１０番 

 

 

現地確認を行いました。事務局からの説明のとおりでございます。顛末案

件でございます。問題ないと判断いたしました。よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

ありがとうございました。これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方

は、挙手の上、議席番号と氏名を名乗っていただき、ご発言いただきますよ

う、お願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第２４号「農地法第５

条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて」番号１番から

３番までの案件を原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いし

ます。 

 

 (挙手全員) 

 

会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第２４号「農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可

をすることについて」番号１番から３番までの案件は原案のとおり決定いた

しました。 

 

会長 

 

次に、日程第８議第２５号「草津農業振興地域整備計画の変更につき、意

見を求めることについて」を議題として、農林水産課より議案の朗読と説明

を願います。 
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農林水産課 

 

 

議第２５号草津農業振興地域整備計画の変更について申請内容を説明させ

ていただきます。この変更内容は、農振除外および編入となっております。

まず、農振除外とは、農業振興地域内の農用地区域、いわゆる青地と呼ばれ

る区域を白地にすることをいいます。 

また、編入とは、除外とは反対に農用地区域外の白地を農用地区域の青地

にすることをいいます。 

まず、農振除外についてご審議いただきたい内容は、南山田町〇〇〇〇―

〇、北山田町〇〇〇〇―〇、〇〇〇〇―〇、〇〇〇〇―〇でございます。番

号１、南山田町〇〇〇〇―〇でございますが、現況は畑で除外する面積は、

４９５㎡のうち４９５㎡でございます。現在申請者のご家族は、賃貸住宅で

暮らしておられますが、両親の老後の介護等を想定すると、近接地に専用住

宅を構える必要があると考えておられます。当該地は、父母である申請者の

住宅に近く、今後の相互扶助が可能となることから適当であると考えられる

ため、申請者住宅の近接に分家住宅を建築するものであります。 

 

次に番号２、北山田町〇〇〇〇―〇、〇〇〇〇―〇、〇〇〇〇―〇でござ

いますが、現況畑で除外する面積は、５７０㎡のうち３３０.３９㎡でござい

ます。現在申請者のご家族は、北山田町内にある実家で暮らしておられます

が手狭となっており、住宅の建築を余儀なくされておられます。両親の老後

の介護等、将来を考慮すると、父母宅に近接していることが適当であると管

変えられ、当該地に分家住宅を建築するものであります。 

 

農振除外および編入につきましてご審議いただきたい案件は、山寺町・馬

場町の一部地域でございます。資料の番号３をご覧ください。３番につきま

しては、対象の地番、現況地目、変更面積が複数に渡りますので、誠に勝手

ながらこの場での読み上げは控えさせていただきますことをご了承ください

ますようお願い申し上げます。地図上におきまして、編入する土地を濃い青

色、除外する土地をピンク色で示しております。ご確認いただきますようお

願いいたします。 

以上で草津農業振興地域整備計画の変更の説明を終わらせていただきま

す。ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 

 

以上で農林水産課の説明が終りました。これから質疑に入ります。 

ただいまの農林水産課の説明に対して、発言のある方は、挙手の上、議席

番号と氏名を名乗っていただき、ご発言いただきますよう、お願いします。 

 

６番 条件さえ整えば、青地から白地へ変更が可能ということでしょうか。 
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農林水産課 

 

 

農振法第１３条第２項に第１号から第５号までございまして、まずは第１

号から第５号にすべて該当する案件かどうかを確認させていただきます。市

として整備計画を変更してまで分家住宅を建てる案件を通すかどうかという

のは、市町によって対応が異なりますので、まずは基本的に審査要件を満た

すものに対して市として審査を進めていくという認識でございます。 

 

会長 

 

その他、ご意見・ご質問はございませんか。 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第２５号「草津農業振

興地域整備計画の変更（除外・編入）につき、意見を求めることについて」

を原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手全員) 

 

会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第２５号「草津農業振興地域整備計画の変更（除外・編入）に

つき、意見を求めることについて」は、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 

 

次に、日程第９議第２６号「草津農業振興地域整備計画の変更（用途変更）

につき、意見を求めることについて」を議題として、農林水産課より議案の

朗読と説明を願います。 

 

農林水産課 

 

 

草津農業振興地域整備計画の変更（用途変更）について申請内容を説明さ

せていただきます。用途変更とは、農業振興地域内の農用地区域いわゆる青

地区域と呼ばれる除外とは異なり、青地のままで目的を田から農業用倉庫な

どを建てるための農業用施設用地へ変更するといったいわゆる軽微変更と呼

ばれるものです。資料をご覧ください。今回軽微変更する土地の所在は、長

束町５３０で現況は田となっております。変更面積は、２,８０６㎡のうち１

８０㎡となっております。申請者は、守山市横江町に田と農業用倉庫を所有

しておられますが、開発工事区域内に編入されることから、守山市の農業用

倉庫を取り壊し、移転先として長束町〇〇〇の一部を農業用施設用地として

用途区分の変更を行うものでございます。 

以上で草津農業振興地域整備計画の変更（用途変更）の説明を終わらせて
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いただきます。ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

以上で農林水産課の説明が終りました。これから質疑に入ります。 

ただいまの農林水産課の説明に対して、発言のある方は、挙手の上、議席

番号と氏名を名乗っていただき、ご発言いただきますよう、お願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第２６号「草津農業振

興地域整備計画の変更（用途変更）につき、意見を求めることについて」を

原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手全員) 

 

会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第２６号「草津農業振興地域整備計画の変更（用途変更）につ

き、意見を求めることについて」は、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 

 

以上で、本日の会議に付議された許可等の各案件は、すべて議了されたも

のと認めます。 

 

  

  

 閉会 １４時３９分 
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